
































































































































































泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.4.0）

共止-66

第12条への影響の説明について，以下の通り記載を適正化した。
（旧）１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置は，
安全施設であることから共用に係る要求事項の＿＿対象であり，共用取止め
に伴い設置変更許可申請書の共用に係る記載が変更となるが，＿＿＿＿＿＿
＿＿＿３号炉の発電用原子炉施設の安全性を損なうことはなく要求事項を満
足しており，３号炉の基準適合性への影響はない。
（新）１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置は，
安全施設であることから基準適合状況の確認対象であり，共用取止めに伴い
設置変更許可申請書の共用に係る記載が変更となる。共用を取止めた場合で
あっても，３号炉の発電用原子炉施設の安全性を損なうことはなく要求事項
を満足しており，３号炉の基準適合性への影響はない。

2

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について　比較表（共止01-9 r.4.0）

共止-比較表-69

同上。

3

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.4.0）

共止-66

第27条への影響の説明について，以下の通り記載を適正化した。
（旧）１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置は，
放射性廃棄物の処理施設であることから要求事項の＿＿対象であり，共用取
止めに伴い設置変更許可申請書の共用に係る記載が変更となるが，１号及び
２号炉並びに３号炉設備への影響はなく，３号炉で発生する放射性廃棄物を
処理する能力を有する設計に変更はないこと。また，同様に第２項：漏えい
防止及び第３項：固体状の放射性廃棄物が散逸し難い設計に変更はないこと
から要求事項を満足しており，３号炉の基準適合性への影響はない。
（新）１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置は，
放射性廃棄物の処理施設であることから基準適合状況の確認対象であり，共
用取止めに伴い設置変更許可申請書の共用に係る記載が変更となる。共用を
取止めた場合であっても，１号及び２号炉並びに３号炉設備への影響はな
く，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第１項第１号：廃棄物処理
能力については，３号炉の運用に必要な容量及び処理能力を有する液体廃棄
物処理設備を３号炉において設置していることから，液体廃棄物の処理能力
に影響はない。また，同様に第１項第２号：漏えい防止及び第１項第３号：
固体状の放射性廃棄物が散逸し難い設計に変更はないことから要求事項を満
足しており，３号炉の基準適合性への影響はない。

4

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について　比較表（共止01-9 r.4.0）

共止-比較表-69

同上。

5

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について（共止01 r.4.0）

共止-66

第29条への影響の説明について，以下の通り記載を適正化した。
（旧）基準適合状況について確認対象とする。
（新）基準適合状況の確認対象である。

6

泊発電所３号炉　１号及び２号炉設置の洗浄排水処理
系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響
について　比較表（共止01-9 r.4.0）

共止-比較表-69

同上。

１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止めによる影響について
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